
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行者 ＪＲ東労組本部組織部 

2022/9/30 No.30 NEWS 法 ＪＲ東労組 
east japan railway workers’ union 

対 

ある元地本役員の提起後、２０２０年に入り、八王

子地本の分会でＪＲ東労組の脱退強要とＪＲ東日本

輸送サービス労働組合への加入活動が始まる。 

ある元地本役員

は１月２２日、地本か

ら地本委員会（２/１

５）の懇親会として５０

万円を仮払い 

２月１０日、ある元地本役員は予約取消の電話をする

が、領収書がないと返金が出来ないと言われ、予約を継続 

 

2020年 2月 15日 数十名で来店し、宴会 

１ ２ 

３ ４ 

バス棚倉・個人訴訟団と連帯し組織の 

総力をあげて起ち上げる１２・２６集会 

2019年 12月 26日  

ある元地本役員は本部に

見切りをつけることを提起 

＊予約したお店に話しを聞いてイメージで表現しました。 

ある元地本役員は１

月３０日、飲食店で「２

月１５日」「５千円×１０

０名」で宴会の予約 

代金５０万円を前払い 

 

ある元地本役員はＪＲ東労組の脱退強要が

バレて、２月９日に制裁が申請され、地本立ち

入り禁止となる。 

（５０万円の領収書は地本の中） 

２０２２年８月、ＪＲ東労組本部がある元地本役員に

５０万円の組合費の返金を求める手紙を送ったとこ

ろ、宴会した飲食店にお菓子折りを持って来店 

５ ６ 


